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［高梁さんご 家族の場合］

�高梁Ａさん（夫）　７０歳　収入は年金のみ　２，３００，０００円…○ア 

�高梁Ｂさん（妻）　６７歳　収入は年金のみ　１，４００，０００円

�高梁Ａさんが支払った社会保険料　　　　　１３０，９００円

　年金収入だけの場合でも、 生命保険 ・ 火災保険・傷害保険等の保険料を支払った場合など所得から

差し引くことができる所得控除がある場合は、住民税の申告をする方が有利になる場合があります。

　なお、所得税の確定申告をされる場合は、住民税申告は必要ありません。

　詳しくは、税務課市民税係（��０２１４）まで。
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１，１００，０００円
（○ア ―１２０万円）

９００，０００円
（○ア ―１４０万円）

所　　　得�〈表３より〉

１３０，９００円　１３０，９００円社会保険料

所
得
控
除

３３０，０００円　３３０，０００円配偶者控除

　　　  ０円　４８０，０００円老年者控除

３３０，０００円　３３０，０００円基 礎 控 除

７９０，９００円１，２７０，９００円　　計　�

３０９，０００円…○イ 
（1,000円未満切り捨て）

－課税標準額（�－�）

県　民　税市　民　税県民税市民税〈市県民税の算出〉　

６，１８０円
（○イ ×２％） ※２

９，２７０円
（○イ ×３％）※１

－算出所得割額�　   

５００円
（100円未満切り上げ）

７００円
（100円未満切り上げ）

－
定率控除額�  　    
（�×７．５％）〈表２より〉　  

１， ８００円
（100円未満切り捨て）

２，８００円
（100円未満切り捨て）

非課税
所得割額� 　        

　 （�－�）×１／３〈表４より〉     

４００円１，０００円非課税均等割額�〈表４より 〉　  

６，０００円非課税年税額（�＋�）   　

※１：課税標準額２００万円以下の場合は３％

※２：課税標準額７００万円以下の場合は２％

高梁Ａさんの市県民税は、同じ収入でも１７年度では非課税、１８年度では６，０００円の課税とな

ります。

課税となる要因としては、�公的年金等の控除額の改正により所得が２０万円増加

　　　　　　　　　　　 �老年者控除の廃止により所得控除額４８万円の減額

　　　　　　　　　　　 �合計所得が１２５万円以下の６５歳以上の人の非課税措置の廃止

があげられます。

また、高梁Ｂさんは、１８年度の所得は２０万円で非課税となります。

��������	
��������������

� ��������������������������������������



���������	
�� ６

▼
個
人
市
県
民
税
均
等
割
―
生
計

同
一
の
妻
に
対
す
る
非
課
税
の
廃

止
　

平
成　

年
度
か
ら
納
税
義
務
を

１７

有
す
る
夫
と
生
計
を
同
一
と
し
て

い
る
妻
に
対
す
る
均
等
割
の
非
課

税
措
置
が
段
階
的
に
廃
止
さ
れ
て

い
ま
す
が
、
平
成　

年
度
か
ら
全

１８

廃
さ
れ
全
額
課
税
さ
れ
ま
す
。

 

 

（
表
１
）

▼
定
率
減
税
（
算
出
税
額
か
ら
差

し
引
く
定
率
控
除
額
）
の
縮
減

　

平
成　

年
度
分
か
ら
定
率
減
税

１８

が
２
分
の
１
に
縮
減
さ
れ
ま
す
。

 

 

（
表
２
）

▼
老
年
者
控
除
の
廃
止

　

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
千

万
円
以
下
の　

歳
以
上
の
人
に
適

６５

用
さ
れ
て
い
た
老
年
者
控
除
額

「　

万
円
」
が
廃
止
さ
れ
ま
す
。

４８※
所
得
税
は
、
平
成　

年
分
か
ら

１７

老
年
者
控
除
額
「　

万
円
」
が
廃

５０

止
さ
れ
ま
す
。

▼　

歳
以
上
の
人
に
適
用
さ
れ
る

６５
公
的
年
金
等
控
除
の
改
正

　

公
的
年
金
等
の
収
入
は
雑
所
得

に
計
上
さ
れ
、
そ
の
所
得
を
計
算

す
る
場
合
、
公
的
年
金
等
の
控
除

を
差
し
引
き
ま
す
。
こ
の
控
除
の

最
低
保
障
額
が　

万
円
で
、
平
成

７０

　

年
度
ま
で
は　

歳
以
上
の
人
の

１７

６５

場
合
は　

万
円
が
上
乗
せ
さ
れ
１

７０

４
０
万
円
で
し
た
が
、
平
成　

年
１８

度
は
上
乗
せ
措
置
は
廃
止
さ
れ

て
、
老
年
者
特
別
加
算
と
し
て　
５０

万
円
が
加
算
さ
れ
、
合
計
１
２
０

万
円
が
最
低
保
障
額
と
な
り
ま

す
。 

 

（
表
３
）

▼
老
年
者
非
課
税
措
置
の
廃
止

　

前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
１ 
２ 
５

万
円
以
下
の　

歳
以
上
の
人
に
対

６５

す
る
非
課
税
措
置
は
段
階
的
に
廃

止
さ
れ
ま
す
。 

 

（
表
４
）

■
問
い
合
わ
せ　

税
務
課
市
民
税

係
（
�
�
０
２
１
４
）

地
方
税
法
の
改
正
に
よ
り
平
成　

年
度
か
ら
市
民
の
皆
さ
ん
に
か
か
わ
る

１８

市
民
税
・
県
民
税
も
一
部
改
正
に
な
り
ま
す
。

備考計県民税市民税

１/２
課税

２，２００円   ７００円１，５００円
平　成
１７年度

全額
課税

４，５００円１，５００円３，０００円
平　成
１８年度

（表１）生計同一の妻に対する均等割の課税額

定率減税

１５％
（上限４万円）

平成１７年度

7.5％
（上限２万円）

平成１８年度

（表２）定率減税の改正

公的年金等控除額公的年金等収入金額

 １，４００，０００円２６０万円未満 　　　　　

平　成
１７年度

収入金額×２５％＋　７５０，０００円２６０万円以上４６０万円未満

収入金額×１５％＋１，２１０，０００円４６０万円以上８２０万円未満

収入金額× ５％＋２，０３０，０００円８２０万円以上 　　　　　

１，２００，０００円３３０万円未満 　　　　　

平　成
１８年度

収入金額×２５％＋　３７５，０００円３３０万円以上４１０万円未満

収入金額×１５％＋　７８５，０００円４１０万円以上７７０万円未満

収入金額× ５％＋１，５５５，０００円７７０万円以上 　　　　　

（表３）65歳以上の人の公的年金等にかかる控除額速算表

所　得　割
均　等　割

区　分
計県民税市民税

所得割額の１／３１，４００円 ４００円１，０００円平成１８年度

所得割額の２／３２，９００円 ９００円２，０００円平成１９年度

全額課税４，５００円１，５００円３，０００円平成２０年度

均等割の県民税には、「おかやま森づくり県民税」を含んでいます。

（表４）老年者非課税措置の改正
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均等割の県民税には「おかやま森づくり県民税」
を含んでいます。


